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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

な
が
は
ま
の
文
化
財

／
寄
附
に
対
す
る
感
謝

保
健
だ
よ
り

さ
ざ
な
み
タ
ウ
ン

ニ
ュ
ー
ス

み
ん
な
の
掲
示
板

至
誠
通
天

／
お
元
気
で
す
か

さ
ざ
な
み
タ
ウ
ン

ニ
ュ
ー
ス

各
種
相
談

な
が
は
ま
見
聞
録

な
が
は
ま
見
聞
録

　
８
月
か
ら
利
用
で
き
る
新
し
い
「
福
祉
医

療
費
受
給
券
」、「
重
度
心
身
し
ょ
う
が
い
老

人
等
福
祉
助
成
券
」
を
７
月
中
旬
に
対
象
者

に
郵
送
し
ま
す
。
健
康
保
険
証
と
あ
わ
せ
て

医
療
機
関
等
で
提
示
す
る
と
、
医
療
費
の
助

成
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
交
付
に
あ
た
っ
て
、
手
続
き
が
必
要
な
人

に
は
、案
内
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、７
月
末
ま

で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
対
象
と
思

わ
れ
る
人
も
こ
の
時
期
に
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

※�

手
続
き
が
遅
れ
る
と
、８
月
か
ら
の
受
給
券
等

を
交
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
所
定
の
所
得

制
限
を
超
え
な
い
人

〇�

身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級(

４
級
の
一
部)

ま
た
は
療
養
手
帳(

重
度)

を
お
持
ち
の
人

〇�

18
歳
未
満
の
子
を
扶
養
す
る
ひ
と
り
親
世

帯
の
人

〇
65
～
74
歳
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

【
申
請
先
】

　
保
険
医
療
課〈
本
庁
舎
１
階
〉

　
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課

　
各
支
所

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
発
送
を
延
期
し
て
い
た
国
民

健
康
保
険
特
定
健
診
受
診
券
お
よ
び
後
期
高

齢
者
健
康
診
査
受
診
券
を
、
７
月
中
に
発
送

し
ま
す
。

　
受
診
の
際
に
は
、
可
能
な
限
り
マ
ス
ク
等

の
感
染
予
防
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、

仕
事
を
休
ん
だ
場
合
、
国
民
健
康
保
険
ま
た

は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
で
、
一

定
の
要
件
に
あ
て
は
ま
る
人
に
傷
病
手
当
金

を
支
給
し
ま
す
。

【
対
象
者
】

次
の
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
人

①�

長
浜
市
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
滋
賀
県
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
の
加
入
者
で
、

事
業
主
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
い

る
こ
と
。

②�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
発
症

し
、
ま
た
は
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り
感
染

が
疑
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
療
養
の

た
め
仕
事
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。

③�

療
養
の
た
め
仕
事
が
で
き
な
い
期
間
が
、

連
続
し
た
３
日
間(

待
機
期
間)

を
含
む
４

日
以
上
あ
る
こ
と
。

④�

療
養
の
た
め
仕
事
が
で
き
な
い
期
間
に
つ

い
て
、
給
与
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
支
給

さ
れ
な
い
こ
と
。

【
支
給
額
】

　
（
直
近
の
連
続
し
た
３
か
月
間
の
給
与
収

入
の
合
計
額
を
就
労
日
数
で
除
し
た
金
額)

×
３
分
の
２
×
支
給
対
象
日
数

※�

支
給
対
象
日
数
と
は
、
③
の
待
機
期
間
後

で
、療
養
の
た
め
仕
事
を
休
ん
だ
日
数

※�

１
日
当
り
の
支
給
額
に
は
上
限
が
あ
り
ま

す
。

【
適
用
期
間
】

　
令
和
２
年
１
月
１
日
～
９
月
30
日
で
仕
事

が
で
き
な
か
っ
た
日

　
た
だ
し
、
入
院
が
継
続
す
る
場
合
な
ど
は
、

最
長
１
年
６
か
月
ま
で
延
長
可
能

【
申
請
方
法
】

　
申
請
書
類
を
直
接
ま
た
は
郵
送
で
担
当
課

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
様
式
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

　
申
請
前
に
担
当
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

令
和
２
年
度
保
険
料
の
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
の
人

に
、
令
和
２
年
度
の
１
年
間
の
保
険
料
の
額

や
、
お
支
払
い
の
方
法
に
つ
い
て
の
通
知
書

を
７
月
中
旬
に
郵
便
で
お
送
り
し
ま
す
。

　
令
和
２
年
度
の
保
険
料
は
、
令
和
元
年(

平

成
31
年)

中
の
所
得
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
ま

す
。

８
月
１
日
か
ら
有
効
の

新
し
い
保
険
証
を
お
送
り
し
ま
す

　
新
し
い
保
険
証
は
７
月
中
に
簡
易
書
留
郵

便
で
発
送
し
ま
す
。

　
新
し
い
保
険
証
は
薄
緑
色
で
す
。

　
８
月
１
日
以
降
は
、
新
し
い
保
険
証
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

※�

こ
れ
ま
で
の
保
険
証
は
各
自
で
細
か
く
裁

断
す
る
な
ど
し
て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

「
限
度
額
認
定
証
」を
更
新
し
ま
す

　
入
院
等
の
際
、
医
療
機
関
の
窓
口
で「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」（
３
割

負
担
の
人
は
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」。
以
下

「
限
度
額
認
定
証
」）を
提
示
す
る
と
、
医
療
機

関
で
の
支
払
い
が
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
限
度
額
認
定
証
を
お
持
ち
で
、

８
月
以
降
も
該
当
す
る
人
に
は
、
新
し
い
保

険
証
に
同
封
し
て
郵
送
し
ま
す
。

　
な
お
、対
象
と
な
る
人
で
限
度
額
認
定
証
を

お
持
ち
で
な
い
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】

〇�

１
割
負
担
の
人
で
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
人

〇�

３
割
負
担
の
人
で
、
住
民
税
課
税
標
準
額

が
１
４
５
万
円
以
上
６
９
０
万
円
未
満
の

人
、
お
よ
び
そ
の
被
保
険
者
が
属
す
る
世

帯
の
被
保
険
者
の
人

【
持
ち
物
】 

保
険
証
・
印
鑑
・
本
人
確
認
書
類

【
申
請
窓
口
】

　
保
険
医
療
課〈
本
庁
舎
１
階
〉

　
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
、各
支
所

※�

被
保
険
者
本
人
以
外
の
人
が
申
請
す
る
場

合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

※�

郵
送
で
の
申
請
も
可
能
で
す
。
詳
し
く
は
、

担
当
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
８
月
か
ら
使
用
で
き
る
、令
和
２
年
度
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証(

兼
高
齢
受
給
者
証)

を
簡
易
書
留
で
７
月
中
に
送
付
し
ま
す
。
留

守
等
で
受
け
取
れ
な
か
っ
た
人
は
担
当
課
ま

で
問
い
合
わ
せ
の
う
え
お
越
し
く
だ
さ
い
。

〈
受
け
取
り
に
来
ら
れ
る
場
合
の
持
ち
物
〉

　

来
庁
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の(

運

転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど)

※�

別
世
帯
の
人
が
受
け
取
る
場
合
は
世
帯
主

の
委
任
状
が
必
要
で
す
。

次
の
よ
う
な
場
合
は
14
日
以
内
に

届
出
が
必
要
で
す

〇
国
民
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
届
出

　

勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き
、

ま
た
は
被
扶
養
者
の
認
定
を
受
け
た
と
き

〇
国
民
健
康
保
険
の
加
入
届
出

　
勤
務
先
の
健
康
保
険
等
の
資
格
を
喪
失
し

た
と
き
、
ま
た
は
被
扶
養
者
の
認
定
を
は
ず

れ
た
と
き

※�

自
動
で
は
切
り
替
わ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
感
染
症
予

防
の
た
め
利
用
制
限
を
設
け
た
う
え
で
開
館

し
て
い
ま
す
。

　
パ
パ
マ
マ
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
託
児
事
業
も
規

模
を
縮
小
し
て
再
開
し
て
い
ま
す
。　

　
詳
し
く
は
、
施
設
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
今
後
の
予
定
は
、
子
育
て
応
援
ア
プ
リ「
な

が
ま
る
キ
ッ
ズ
！
」子
育
て
応
援
メ
ー
ル
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
ま
た
、
子
育
て
に
関
す
る
悩
み
や
不
安
の

相
談
は
、
電
話
で
も
お
受
け
し
て
い
ま
す
の

で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　
サ
ン
サ
ン
ラ
ン
ド　
☎
62
・
３
７
１
２

　
こ
ど
も
ら
ん
ど　
　
☎
74
・
４
５
６
７

　
の
び
の
び
ら
ん
ど　
☎
72
・
８
１
７
７

　
あ
い
あ
い
ら
ん
ど　
☎
85
・
５
５
７
７

福
祉
医
療
費
受
給
券・重
度
心
身
し
ょ
う
が
い
老
人
等

福
祉
助
成
券
を
送
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
特
定
健
診・後
期
高
齢
者

健
康
診
査
受
診
券
を
送
付
し
ま
す

傷
病
手
当
金
を
支
給
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
証
を
送
付
し
ま
す

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

問�
保
険
医
療
課��(

☎
65
・
６
５
２
７)

問�

保
険
医
療
課��(

☎
65
・
６
５
１
２)

問�

保
険
医
療
課��(

☎
65
・
６
５
１
２)

　

�

〒
５
２
６・８
５
０
１�

八
幡
東
町
６
３
２

問�

保
険
医
療
課��(

☎
65
・
６
５
２
７)

　

�

滋
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合��(

☎
０
７
７・５
２
２・３
０
１
３)

問�

保
険
医
療
課��(

☎
65
・
６
５
１
２)

問�

子
育
て
支
援
課�(

☎
65
・
６
５
１
４)

▲iphone用

▲Android用

▲国民健康保険

▲後期高齢者
　医療制度
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